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「危険度分布」等の

防災気象情報の最新の動向

気象庁予報部業務課 気象防災情報調整室

調査官 高木 康伸

令和元年５月18日 2

１雨量の予報から災害危険度の予報へ

２５段階の警戒レベルと防災気象情報

３警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善

４命を守るための知識と主体性

５最後に

１雨量の予報から災害危険度の予報へ

3

気象庁では、警報等と合わせて、

どこで災害発生の
危険度が高まっているか
視覚的に確認できるよう
危険度分布も提供。

大雨警報(土砂災害)の危険度分布
（土砂災害警戒判定メッシュ情報） 大雨警報(浸水害)の危険度分布 洪水警報の危険度分布

大雨

雨量の予報から災害危険度の予報へ

3

土砂災害
浸水害

洪水災害

大雨の降っている場所は
気象レーダーで把握可能

（しかし、災害の発生する
場所・時間とは、

必ずしも一致しない。）
今後の雨（降水ナウキャスト・降水短時間予報）
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雨量の予報から災害危険度の予報へ

土砂災害のリスク
が高まる

雨が浸み込んで
土壌中に溜まる

雨 量

土壌雨量指数 表面雨量指数

流域雨量指数

浸水害のリスク
が高まる

雨が浸み込まず
地表面に溜まる

洪水害のリスク
が高まる

雨が上流域から集まり
河川を流れ下る
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土砂災害のリスク

雨が浸み込んで
土壌中に溜まる

浸水害のリスク

雨が浸み込まず
地表面に溜まる

土壌雨量指数 表面雨量指数

流域雨量指数

洪水害のリスク

雨が上流域から集まり
河川を流れ下る

雨量の予報から災害危険度の予報へ

災害リスクを
「指数」化

過去災害に基づく
「基準」で判定

地図上に表示
高
危
険
度

低

高
危
険
度

低

高
危
険
度

低

平成28年8月30日岩手県平成28年8月30日岩手県 平成28年8月30日岩手県土砂災害警戒判定メッシュ情報
大雨警報(土砂災害)の危険度分布

大雨警報(浸水害)の
危険度分布

洪水警報の
危険度分布
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➢ 雨量データから、各地の都市化率、傾斜、地質等も考慮して災害発生の危険度（指数）を算出。

➢ 過去約25年分の災害データを用いて、過去の重大な災害発生時に匹敵する基準を設定。

➢ この基準を超えた領域（濃い紫）では、すでに過去の重大な災害発生時に匹敵する状況。

➢ この基準をまもなく超えそうな領域（うす紫）においては速やかに避難。

⚫ 「うす紫」 の計算には、土砂災害は２時間先まで、洪水は３時間先までに降ると見込まれる予測雨量を利用。

⚫ １市町村あたりの平均的な出現回数は、

・ 土砂災害は「うす紫」と「濃い紫」が年１回程度。

・ 洪水は「うす紫」が２年に１回、 「濃い紫」が５年に１回程度。

土砂災害 浸水害 洪水

大雨警報(土砂災害)の危険度分布
（土砂災害警戒判定メッシュ情報） 大雨警報(浸水害)の危険度分布 洪水警報の危険度分布

雨量

今後の雨（降水ナウキャスト・降水短時間予報）

１時間先
までの予測

２時間先
までの予測

３時間先
までの予測

都市化率、傾斜、地質等も考慮して危険度を算出

高
危
険
度

低

雨量の予報から災害危険度の予報へ

大雨の降っている場所は
気象レーダーで把握可能。

（しかし、災害の発生する
場所・時間とは、

必ずしも一致しない。）
※ 平成31年度出水期より5kmから1kmに

高解像度化予定。
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高知県 安芸郡馬路村
魚梁瀬 1852.5mm

福岡県 福岡市早良区
早良脇山
859.0mm

佐賀県 佐賀市
北山 904.5mm

岐阜県 郡上市
ひるがの 1214.5mm

愛媛県 西条市
成就社 965.5mm

期間降水量分布図
（6月28日0時～7月8日24時）

長野県 木曽郡王滝村
御嶽山 1111.5mm

宮崎県 えびの市
えびの 995.5mm

徳島県 那賀郡那賀町
木頭 1365.5mm

土砂災害による人的被害・
人家被害（崖崩れ・土石流等）
が発生した市町村（紫で着色）
（H30.8.7 内閣府とりまとめ資料より）

「雨量分布」 と 「危険度分布」 ～平成30年7月豪雨の場合～

土砂災害の危険度分布
「濃い紫」出現
（平成30年6月28日～7月8日）

必ずしも雨量が多い場所で
災害が発生しているわけではない。

（破線で囲んだ地域）

危険度分布の「濃い紫」の場所で

災害が発生している。

危険度分布

雨量分布

災害
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「危険度分布」 の例 ～大雨警報(土砂災害)の危険度分布～

土砂災害 （平成26年8月20日 広島市）

（写真：気象庁）

※ 平成31年度出水期より5kmから1kmに高解像度化予定。
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「危険度分布」 の例 ～大雨警報(浸水害)の危険度分布～

浸水害 （平成28年9月6日 稚内市）

（写真：稚内地方気象台） 10

「危険度分布」 の例 ～洪水警報の危険度分布～

洪水 （平成28年8月30日 岩泉町）

（写真：気象庁）
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「危険度分布」 の例 ～洪水警報の危険度分布～

（写真：気象庁） 11

指定河川洪水予報
国や都道府県が管理する河川のうち、流域面積が大きく、
洪水により大きな損害を生ずる河川について、洪水のおそれが
あると認められるときに発表。

氾濫注意情報

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

発表なし

危
険
度

低

高 【警戒レベル５相当】（災害発生）

【警戒レベル４相当】（避難）

【警戒レベル３相当】（高齢者等避難）

【警戒レベル２相当】（ハザードマップ確認）

極めて危険

非常に危険

警戒

注意

今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

高
危
険
度

低

【警戒レベル４相当】（避難）

【警戒レベル３相当】（高齢者等避難）

【警戒レベル２相当】（ハザードマップ確認）
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大雨警報（土砂災害）の
危険度分布

（土砂災害警戒判定メッシュ情報）

大雨警報(浸水害)の
危険度分布

洪水警報の
危険度分布

○ 「危険度分布」は、大雨警報・洪水警報を補足する情報として、土砂災害・浸水害・洪水害の危険度の

高まりを５段階で色分けして地図上に表示したもので、常時10分毎に更新。

○ 「危険度分布」では、注意報、警報、土砂災害警戒情報等に対応した危険度の高まりや、

河川管理者と気象庁が共同発表する指定河川洪水予報が発表されている河川も地図上で確認可能。

12

H29年7月
提供開始

H29年7月
提供開始

H25年6月
提供開始

「危険度分布」 の活用
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9 10

11 12
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気象庁ホームページ
気象警報・注意報

「極めて危険（濃い紫）」は

命に危険が及ぶ災害がすでに発生

していてもおかしくない状況です。

命に関わる場所

がけや渓流の付近など

命に関わる場所

道路のアンダーパスや
地下室など

命に関わる場所

山間部の河川沿いの区域
深く浸水する区域など

大雨警報が
発表された！

強い雨が
降ってきた！

どこが危なく
なっているのかな？

家の近くの川は
大丈夫かな･･･

大雨警報(浸水害)の危険度分布大雨警報(土砂災害)の危険度分布 洪水警報の危険度分布

気象庁ホームページや
インターネット検索から

アクセスしよう！

トップページの
バナーをタップ

危険度分布が表示

左上をタップして
画面の切替が可能

出典：政府広報オンライン

他の危険度分布
や雨の予想等が
確認できる

が出ている！

急いで安全な場所に
避難しなければ！

このため、遅くとも

○「警戒（赤）」が出現した段階で

高齢の方等…速やかに避難を開始

一般の方…準備が整い次第、避難を開始

○「非常に危険（うす紫）」の出現中に

避難を完了

することが重要です。

※ 内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」では、
大雨警報(土砂災害)の「警戒」「非常に危険」
「極めて危険」の出現時に、市町村は
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示
の検討が必要とされています。

※ 危険度分布に関わらず、自治体からの避難勧告等が
発令された場合は速やかに避難行動をとってください。
中小河川においては、水位計(設置されている場合)で
現況も確認してください。

※ 避難行動の例の詳細な説明はこちらのページから
ご確認ください。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_inundation.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html

※河川の水位も「川の防災情報」
で確認してください。

平成26年8月20日 広島県広島市土砂災害

気象庁撮影

「危険度分布」の活用
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危険度の高まりを市町村単位で伝えるのみに留まらず、最新の「洪水警報の危険度分布」を用いて
危険度の高まりを局所的かつ定量的に伝えることで、納得感を伴った情報提供を実施。

秋田県内の７市５町の首長へ電話連絡を行った和田秋田地方気象台長

※ 大仙市への電話連絡直前の「洪水警報の危険度分布」

ならおかがわ

楢岡川

横手市長

大仙市長

仙北市長

○ 横手市 7月22日（土）17時47分

○ 大仙市 7月22日（土）19時25分

○ 仙北市 7月23日（日）04時25分

非常に激しい雨を降らせる雷雲が横手市にかかり停滞している。
ここ数時間は警戒が必要。「洪水警報の危険度分布」では
横手市(上溝川等)で「極めて危険」を示す濃い紫色が出現した。
隣接する市町村では避難指示(緊急)を発令しているところもある。

危険度分布は気象庁のＨＰで見ることができるのか。

気象庁ＨＰで見ることができるので、確認いただきたい。

非常に激しい雨を降らせる雷雲が大仙市にかかり停滞している。
ここ数時間は警戒が必要。「洪水警報の危険度分布」では
大仙市(楢岡川の上流)で「極めて危険」を示す濃い紫色が出現した。
隣接する市町村では避難指示(緊急)を発令しているところもある。危険度
分布は気象庁ＨＰで見ることができるので、確認いただきたい。

了解した。

非常に激しい雨を降らせる雨雲が仙北市にかかり停滞している。
また、「洪水警報の危険度分布」では大仙市付近(入見内川等)で
「極めて危険」を示す濃い紫色が出現した。避難勧告等の検討を
お願いしたい。

一部の地区に避難指示(緊急)を発令したところである。

「極めて危険」が出現している大仙市付近への拡大の検討をお願いしたい。

（実例）どこで危険度が高まっているかをトップ同士で直接連絡

※ ３市においては、その後、避難勧告等の発令や対象区域の拡大を実施。
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上流に着目した「洪水警報の危険度分布」の活用例 ～秋田県の中小河川の洪水災害～

指定河川洪水予報

氾濫注意情報

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

発表なし

危
険
度

低

高

極めて危険

非常に危険

警戒

注意

今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

高
危
険
度

低

上流で濃い

紫色が出現

平成29年（2017年）7月22日19時10分
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わずか
1時間で

下流にも出現
大仙市

上流で濃い
紫色が出現

ならおかがわ

楢岡川

平成29年（2017年）7月22日19時10分

ならおかがわ

楢岡川

平成29年（2017年）7月22日20時10分

大仙市

下流にも
出現

浸水家屋数 家屋損壊数 田畑等浸水

床上 床下 全壊 半壊 面積

21戸 50戸 0戸 4戸 約140ha

楢岡川の氾濫による被害状況

（内閣府とりまとめ情報：平成29年8月9日現在）

大仙市の楢岡川の事例

○19時10分の危険度分布で大仙市の楢岡川の上流で濃い紫色が出現。

○19時25分、秋田地方気象台長から大仙市長に電話連絡（ホットライン）。

○濃い紫色が出現した場所では、災害がすでに発生している可能性が高い。

○上流の危険度の高まりは、その後、下流に移動してくる傾向がある。

大仙市長に
電話連絡

ならおかがわ

楢岡川

→ 大仙市においては、速やかに災害対策本部を設置した後、避難勧告を発令。

ならおかがわ

楢岡川

上流に着目した「洪水警報の危険度分布」の活用例 ～秋田県の中小河川の洪水災害～

指定河川洪水予報

氾濫注意情報

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

発表なし

危
険
度

低

高

極めて危険

非常に危険

警戒

注意

今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

高
危
険
度

低

16南楢岡水位観測所

楢岡川

楢岡川

楢岡川

楢岡川

楢岡川

楢岡川

※ 水位データは秋田県提供。ピーク時刻のずれや上昇・下降傾向の比較のため、
グラフの作成にあたっては、流域雨量指数と水位の最大値・最小値が概ね一致
するように縦軸を設定している。

急激に上昇

急激に上昇
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楢岡川の上流に濃い紫が出現！
19:25 秋田地方気象台長が大仙市長に
電話連絡。「洪水警報の危険度分布で
「極めて 危険」（濃い紫色）が出現。
美郷町ではすでに避難指示が発令。」

19:45 大仙市が災害対策本部を設置。
20:15 大仙市から避難勧告が発令。

上流に着目した「洪水警報の危険度分布」の活用例 ～秋田県の中小河川の洪水災害～

指定河川洪水予報
国や都道府県が管理する河川のうち、流域面積が大きく、
洪水により大きな損害を生ずる河川について、洪水のおそれが
あると認められるときに発表。

氾濫注意情報

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

極めて危険

非常に危険

警戒

注意

今後の情報等に留意

洪水警報の危険度分布

発表なし

危
険
度

低

高

高
危
険
度

低

【警戒レベル４相当】（避難）

【警戒レベル３相当】（高齢者等避難）

【警戒レベル２相当】（ハザードマップ確認）

【警戒レベル５相当】（災害発生）

【警戒レベル４相当】（避難）

【警戒レベル３相当】（高齢者等避難）

【警戒レベル２相当】（ハザードマップ確認）
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重大な災害のおそれが大きい基準に
数時間先までに到達しそうな予測

「危険度分布」にうす紫色が出現 「危険度分布」に濃い紫色が出現

重大な災害のおそれが大きい基準

現在の実況値

数時間先の予測値
指
数

時間

指
数

時間

現在の実況値

重大な災害のおそれが大きい基準に
実際にすでに到達した

重大な災害がいつ
発生してもおかしくない。

重大な災害がすでに
発生していてもおかしくない。

重大な災害のおそれが大きい基準

「危険度分布」 のうす紫と濃い紫

18

土砂災害警戒情報の基準

現在の実況値

２時間先の予測値
指
数

時間

指
数

時間

現在の実況値

重大な災害がいつ
発生してもおかしくない。

重大な災害がすでに
発生していてもおかしくない。

土砂災害警戒情報の基準

「危険度分布」 のうす紫と濃い紫

土砂災害警戒情報の基準は、過去に発生した土砂災害を網羅的に調査した上で

「この基準を超えると、過去の重大な土砂災害の発生時に匹敵する極めて危険な状況

となり、この段階では命に危険が及ぶ土砂災害がすでに発生していてもおかしくない。」

という基準を設定している。

従って、土砂災害から命を守るためには、この基準に到達してから避難を開始する

のではなく、あらかじめ、この基準に到達することが予測された時点で避難を開始して、

その後、この基準に到達するまでに安全な場所への避難を完了しておく必要がある。

13 14

15 16

17 18
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土砂災害警戒情報の基準

現在の実況値

２時間先の予測値
指
数

時間

指
数

時間

現在の実況値

重大な災害がいつ
発生してもおかしくない。

重大な災害がすでに
発生していてもおかしくない。

土砂災害警戒情報の基準

「危険度分布」 のうす紫と濃い紫

このため、避難開始の必要性を伝える土砂災害警戒情報についても、情報が発表

され防災機関や住民に伝わり避難行動がとられるまでに必要とされる時間（2時間）を

確保するよう、2時間先までに基準に到達すると予測された時点で発表することと

している。

2時間先までに
土砂災害警戒情報の
基準に到達すると予測

すでに
土砂災害警戒情報の

基準に到達

土砂災害警戒情報発表 避難開始 これより前に避難を完了しておく 20

「危険度分布」 のうす紫と濃い紫

さらに、大雨警報(土砂災害)は、避難準備や高齢者等の避難に必要とされる時間を

確保するよう、土砂災害警戒情報よりも１時間程度前に発表できるような基準を設定して

いる。

現在の実況値

２時間先の予測値
指
数

時間

指
数

時間

現在の実況値

重大な災害がいつ
発生してもおかしくない。

重大な災害がすでに
発生していてもおかしくない。

土砂災害警戒情報の基準

2時間先までに

土砂災害警戒情報の

基準に到達すると予測

すでに

土砂災害警戒情報の

基準に到達

土砂災害警戒情報発表

避難開始

すでに避難が困難

これより前に避難を完了しておく

警報の基準

時間

指
数

現在の実況値

２時間先の予測値

土砂災害警戒情報の基準 土砂災害警戒情報の基準

2時間先までに

大雨警報(土砂災害)の

基準に到達すると予測

大雨警報(土砂災害)発表

高齢者等は避難開始

21

土砂災害警戒判定
メッシュ情報

（大雨警報(土砂災害)の
危険度分布）

土砂災害警戒区域等

命に危険が及ぶ区域
（避難が必要な区域）

＋

＝

7時00分
時刻

8時00分
9時00分

時刻
時刻

災害の危険性が認められる区域から避難

命に危険を及ぼす土砂災害発生の危険度が高まっている領域（メッシュ）では、

土砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な場所への避難が必要。

高
危
険
度

低

色が持つ意味
内閣府のガイドラインで土砂災害警戒区域等の
住民がとる必要があるとされている行動の例

極めて危険 （災害がすでに発生していてもおかしくない）

非常に危険 避難を開始

警戒 高齢者等は避難を開始

注意 危険度をこまめに確認

今後の情報等に留意 今後の情報等に留意

高
危
険
度

低 22

１雨量の予報から災害危険度の予報へ

２５段階の警戒レベルと防災気象情報

３警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善

４命を守るための知識と主体性

５最後に

２５段階の警戒レベルと防災気象情報

23

➢ 住民がとるべき行動を５段階に分け、情報と行動の対応を明確化。

⚫ 【警戒レベル３】高齢者等避難、【警戒レベル４】全員避難とし、避難のタイミングを明確化
⚫ 命を守る行動のために極めて有効な「災害が実際に発生している」との情報を、【警戒レベル５】

災害発生として位置付ける。

➢ 様々な防災気象情報と警戒レベルとの関係を明確化し、住民の自発的な避難判断等を支援

警戒レベル３：高齢者等避難 警戒レベル４：全員避難［避難のタイミングを明確化］

警戒
レベル３

警戒
レベル４

警戒
レベル２

警戒
レベル１

警戒
レベル５

警戒レベル 行動を促す情報

命を守る最善の行動

避難

高齢者等は避難
他の住民は準備

避難行動の確認

心構えを高める

住民がとるべき行動 防災気象情報

災害発生情報
（出来る範囲で発表）

・避難勧告
・避難指示（緊急）

避難準備・高齢者等避難開始

注意報

警報級の可能性

指定河川洪水予報

土砂災害警戒情報

警報

危険度分布
等

※平成31年出水期から「早期注意情報」という
名称も用いる

警戒レベルの目的・概要

24

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用する。
ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

✓ 様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの
関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

警戒レベル
住民が

取るべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる。

災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３

（大雨特別警報（土砂災
害））※３

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等へ
の立退き避難を基本とする
避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す
場合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険
度分布（非常に
危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情報

（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難す
る。
その他の者は立退き避難
の準備 をし、自発的に避
難する。

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報
・洪水警報の危険
度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（警戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行
動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険
度分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報（警報級の可能性）

警戒レベル相当情報 ～防災気象情報と警戒レベル～

24
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※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用する。
ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

✓ 様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの
関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

警戒レベル
住民が

取るべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる。

災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３

（大雨特別警報（土砂災
害））※３

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等へ
の立退き避難を基本とする
避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す
場合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険
度分布（非常に
危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情報

（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難す
る。
その他の者は立退き避難
の準備 をし、自発的に避
難する。

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報
・洪水警報の危険
度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（警戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行
動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険
度分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報（警報級の可能性）

警戒レベル相当情報 ～防災気象情報と警戒レベル～
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流
域

雨
量

指
数

※ 写真は日田市職員提供。

平成29年7月九州北部豪雨 7月5日 日田市鈴連町
小野川の「流域雨量指数」と「洪水警報の危険度分布」の危険度（色）

22時17時 18時 19時 20時 21時12時 13時 14時 15時 16時

小野川の「流域雨量指数」

14:30 流域雨量指数=8.1

15:30 流域雨量指数=11.6

すでに避難が
困難な状況

急激に上昇

警報基準

注意報基準

警報基準を大きく超過した基準

中小河川では急激な水位上昇が発生する

中小河川は、水位上昇速度が非常に速く、

わずか２時間ほどで氾濫してしまう場合もある。

27

大河川
避難のための
リードタイム

▽氾濫危険水位

小河川

避難のための
リードタイム

▽氾濫危険水位

中小河川では避難の目安となる水位の設定が難しい

○ 避難のタイミング ＝ 避難勧告 ＝ 氾濫危険水位

○ 中小河川においては、水位上昇速度が非常に速いため、

避難のためのリードタイムを確保した「氾濫危険水位」を

設定すると非常に低い位置になりかねず、設定が難しい。

○ あまりに低い氾濫危険水位を設定すると、空振りが増える

ことになり、避難する人が減ってしまうことが懸念される。 28

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用する。
ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

✓ 様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの
関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

警戒レベル
住民が

取るべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる。

災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３

（大雨特別警報（土砂災
害））※３

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等へ
の立退き避難を基本とする
避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す
場合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険
度分布（非常に
危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情報

（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難す
る。
その他の者は立退き避難
の準備 をし、自発的に避
難する。

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報
・洪水警報の危険
度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（警戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行
動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険
度分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報（警報級の可能性）

警戒レベル相当情報 ～防災気象情報と警戒レベル～

28

29

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用する。
ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

✓ 様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの
関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

警戒レベル
住民が

取るべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる。

災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３

（大雨特別警報（土砂災
害））※３

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等へ
の立退き避難を基本とする
避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す
場合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険
度分布（非常に
危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情報

（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難す
る。
その他の者は立退き避難
の準備 をし、自発的に避
難する。

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報
・洪水警報の危険
度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（警戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行
動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険
度分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報（警報級の可能性）

警戒レベル相当情報 ～防災気象情報と警戒レベル～

29 30

➢ 大雨特別警報は、避難勧告や避難指示(緊急)に相当する気象状況の次元をはるかに超える

ような現象をターゲットに発表するもの。

➢ 発表された際にはすでに何らかの災害が発生している可能性が極めて高いため（警戒レベル５に相当）、

災害がすでに発生しているとみなして直ちに命を守る行動をとる必要がある。

大雨特別警報とは

30

大雨注意報

重大な災害軽微な災害

現象の流れ

大雨警報

大雨特別警報

時間

災
害
発
生
の
蓋
然
性
（
指
数
・
雨
量
等
）

重大な災害
（各地で発生）

警報の基準

注意報の

基準

土砂災害警戒情報の基準
土砂災害警戒情報

大雨特別警報の基準
（数十年に一度の大雨）

避難勧告や避難指示（緊急）に相当する気象状況の次元をはるかに
超えるレベル（平成29年7月九州北部豪雨、平成30年7月豪雨等）

25 26

27 28

29 30
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31

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用する。
ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

✓ 様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの
関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

警戒レベル
住民が

取るべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる。

災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３

（大雨特別警報（土砂災
害））※３

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等へ
の立退き避難を基本とする
避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す
場合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険
度分布（非常に
危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情報

（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難す
る。
その他の者は立退き避難
の準備 をし、自発的に避
難する。

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報
・洪水警報の危険
度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（警戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行
動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険
度分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報（警報級の可能性）

警戒レベル相当情報 ～防災気象情報と警戒レベル～

31 32

「濃い紫」を待ってはならない 小野川(大分県日田市)の洪水事例 -平成29年7月九州北部豪雨 -

15時30分
濃い紫 【極めて危険】

画像：日田市職員提供（平成29年7月5日）

15時00分
うす紫 【非常に危険】

14時30分
赤 【警戒】

小野川

すでに避難が
困難な状況

「濃い紫」が出現した小野川が氾濫。
芝生に水があふれ、橋にも激流がぶつかっている。
このように「濃い紫」が出現してからでは、
避難が困難となるおそれがある！

川は増水しているが、まだあふれてはおらず、
まだ徒歩での避難も可能な状況。しかし、
危険度分布には「うす紫」が出現しており、
まもなく重大な災害となる可能性が高い。

３時間先までの見通し（予報）として、
危険度分布には「赤」が出現しており、
まもなく重大な災害となる可能性がある。

※ 水位周知河川等については、氾濫危険情報等の警戒レベル相当情報や、水位計・監視カメラ等で河川の現況も確認し、速やかに避難の判断をすることが重要。

濃い紫（極めて危険）が出現すると、道路冠水等で避難が困難な状況となるおそれがあるため、

遅くともうす紫（非常に危険）が出現した時点で河川の現況を確認し、速やかに避難の判断をすることが重要です。

33

「濃い紫」を待ってはならない 矢野川（広島市安芸区）の洪水事例 -平成30年7月豪雨 -

20時30分
濃い紫 【極めて危険】

画像：梶岡博氏提供（平成30年7月6日）

19時30分
うす紫 【非常に危険】

18時30分
赤 【警戒】

「濃い紫」が出現した矢野川が氾濫。
道路が川のようになり、車も流されている。
このように「濃い紫」が出現してからでは、
避難が困難となるおそれがある！

道路をにごった水が流れ始めた程度で、
まだ徒歩での避難も可能な状況。しかし、
危険度分布には「うす紫」が出現しており、
まもなく重大な災害となる可能性が高い。

３時間先までの見通し（予報）として、
危険度分布には「赤」が出現しており、
まもなく重大な災害となる可能性がある。

すでに避難が
困難な状況

矢野川

※ 水位周知河川等については、氾濫危険情報等の警戒レベル相当情報や、水位計・監視カメラ等で河川の現況も確認し、速やかに避難の判断をすることが重要。

濃い紫（極めて危険）が出現すると、道路冠水等で避難が困難な状況となるおそれがあるため、

遅くともうす紫（非常に危険）が出現した時点で河川の現況を確認し、速やかに避難の判断をすることが重要です。

34

➢ 大雨特別警報の基準値への到達予測を危険度分布に表示し、市町村内のどこで特別警報級の

危険度に到達しようとしているかをリアルタイムで「見える化」することも含めて検討する。

大雨特別警報の基準値に
まもなく到達すると予測
される区域

大雨特別警報の発表指標の改善 ～警戒レベルと親和性の高い情報へ～

特別警報級（大雨特別警報の基準値にまもなく到達すると予測）

非常に危険（土砂災害警戒情報の基準にまもなく到達すると予測）

警戒（大雨警報の基準値にまもなく到達すると予測）

注意（大雨注意報の基準値にまもなく到達すると予測）

今後の情報等に留意
34

検討中の表示イメージ

35

５段階の警戒レベルと防災気象情報

「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）に基づき気象庁において作成 36

５段階の警戒レベルと防災気象情報

「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）に基づき気象庁において作成

31 32

33 34

35 36
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37

※３ 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報［洪水］や警戒レベル５相当情報［土砂災害］として運用する。
ただし、市町村長は警戒レベル５の災害発生情報の発令基準としては用いない。

※４ 「極めて危険」については、現行では避難指示（緊急）の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。
注）市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、市町村の避難勧告等の発令に資する情報が出されたとしても発令されないことがある。
注）土砂災害警戒判定メッシュ情報（大雨警報（土砂災害）の危険度分布） 、都道府県が提供する土砂災害危険度をより詳しく示した情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。

✓ 様々な防災情報のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警戒レベルとの
関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促す。

（例）氾濫危険情報：警戒レベル４相当情報［洪水］

警戒レベル
住民が

取るべき行動

住民に行動を促す情報
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報

（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報水位情報が
ある場合

水位情報が
ない場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している
状況であり、命を守るため
の最善の行動をとる。

災害発生情報※１

※１可能な範囲で発令
氾濫発生情報 （大雨特別警報

（浸水害））※３

（大雨特別警報（土砂災
害））※３

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等へ
の立退き避難を基本とする
避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※２

※２緊急的又は重ねて避難を促す
場合に発令

氾濫危険情報 ・洪水警報の危険
度分布（非常に
危険）

・土砂災害警戒情報
・土砂災害に関するメッシュ情報

（非常に危険）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（極めて危険）※４

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難す
る。
その他の者は立退き避難
の準備 をし、自発的に避
難する。

避難準備・高齢者等避難開始 氾濫警戒情報 ・洪水警報
・洪水警報の危険
度分布（警戒）

・大雨警報（土砂災害）
・土砂災害に関するメッシュ情報

（警戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行
動を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 ・洪水警報の危険
度分布（注意）

・土砂災害に関するメッシュ情報
（注意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 早期注意情報（警報級の可能性）

警戒レベル相当情報 ～防災気象情報と警戒レベル～

37 38

段階的に発表される防災気象情報の活用例

「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）に基づき気象庁において作成

39

１雨量の予報から災害危険度の予報へ

２５段階の警戒レベルと防災気象情報

３警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善

４命を守るための知識と主体性

５最後に

３警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善

40

現状(5kmメッシュ) 高解像度化後(1kmメッシュ)

➢ 土砂災害の「危険度分布」の高解像度化を令和元年6月25日に実施予定。

➢ 高解像度化により、必ずしも避難が必要でない住民にまで避難の必要性を伝えることが
なくなり、市町村等が適切に地域を絞り込んで避難勧告等を行うことを支援。

高解像度化後の土砂災害の「危険度分布」の試算例
（平成30年7月豪雨 平成30年7月6日 20時30分）

土砂災害の「危険度分布」の高解像度化

高
危
険
度

低 今後の情報等に留意

極めて危険

非常に危険

警戒

注意

大雨警報（土砂災害）の危険度分布
（土砂災害警戒判定メッシュ情報）

41
※ 国土交通省の防災情報ページや気象庁のホームページなどにおいて提供。
※ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域等が未指定の場所で災害の危険性がないと誤解されないような方策の検討が必要。

＜第１回検討会での主なご意見（再掲）＞

○ 避難行動に結びつけるには、地域それぞれの脆弱性（ハザードマップ等）とリアルタイムの気象状況（外力）を重ね合わせて示す情報があるとよい。

➢ リアルタイムの大雨の危険度と併せ、自分が住んでいる場所の危険性も同時に確認できるよう、

「危険度分布」やハザードマップ等の個別のページにアクセスしなければならない一覧性の乏しい現状

を関係者と連携して改善。

関係機関と連携した「危険度分布」やハザードマップ等の一覧性の改善

改善案

改善案現在の表示

クリックで切り替え

洪水警報の
危険度分布

大雨警報(土砂災害)の
危険度分布

（土砂災害警戒判定
メッシュ情報）

将来的には
水位データや

水害リスクラインの
重ね描きも検討

浸水想定区域（浸水深5.0m以上）

浸水想定区域（浸水深3.0m以上）

浸水想定区域（浸水深0.5m以上）

改善案

クリックで切り替え
土砂災害警戒区域・危険箇所等

42

対応

危険度の変化を示すXML形式の電文を配信するとともに、民間事業者とも連携し、市町村や

地域防災リーダーなど希望者向けに電子メールやアプリ等で通知するサービスを開始。

期待する効果

「危険度分布」の危険度等の変化を通知することで気付きを提供し、

➢ 自治体等防災関係機関の防災体制の設置、避難勧告の発令等の防災対応を支援

➢ 地域防災リーダーによる共助を促進

課題

危険度分布の危険度(色)が変わっても、市町村等ではすぐに気付くことができないので使いづらい。

「危険度分布」の希望者向け通知サービスの開始

「危険度分布」
うす紫

気が付かない
希望者向け
通知サービス

「危険度分布」
うす紫

通知
サービス
の提供

現状 改善
重大な災害が発生
するおそれが大きい！

市町村・地域防災リーダー等

37 38

39 40

41 42
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43

「危険度分布」の希望者向け通知サービスの提供イメージ

➢ 自分のいる地域の危険度の高まりにすぐに気付くことができるよう、民間事業者の協力を得て、

電子メールやアプリ等で希望者に危険度の変化を通知するサービスを展開。

地域防災リーダー

お住まいの地域の
災害の危険度が
上昇しました。

市町村

気象庁 民間事業者

サービス実施に必要な
データを民間事業者に提供

A市では、
警戒レベル4相当に
上昇

民間事業者の協力を得て、電子メールやアプリ等で
危険度の変化を通知

提供サービスの概要（案）

⚫ 自分の地域のことと認識できる市町村単位で10分毎に危険度の変化を判定。

⚫ 危険度分布における危険度、警報等による危険度のうち、最大の危険度を通知。

⚫ 土砂災害・浸水害・洪水の危険度、及びそれらの最大の危険度の４種類から、通知を希望するものを選択可。

44

0格子 18格子 42格子 83格子 97格子

平成25年10月16日 大雨特別警報(土砂災害)基準値案への到達状況 ～大島町～

➢ 平成25年台風第26号接近時に東京都大島町で発生した土砂災害について、災害が発生した

時間帯の土壌雨量指数値(1km格子)を大雨特別警報の新たな基準値の候補として検討した。

➢ この値に到達すると予想したときに発表することとした場合、過去13年間でこの基準値案に

到達するのは本事例のみであり、空振りを伴わずに大雨特別警報を発表できる可能性がある

（今後さらに地元関係機関と検討を進める）。

基準値案に
到達した1km
格子の数

２時～３時20分頃

土石流が繰り返し発生。

※ 被害の情報は、平成25年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会による「平成

25年伊豆大島土砂災害第三者調査委員会報告書」（平成28年3月）より。

※ 基準値案：大雨警報（土砂災害）基準の土壌雨量指数値の172%×10格子

■：基準値案に到達した1km格子

過去事例の検証を行ったところ、平成18年（2006年）以降の13年間で東京都においてこの基準値案に
到達するのは本事例（平成25年台風第26号）のみであり、空振りとなる事例はなかった。

10月16日 ２時 10月16日 ３時 10月16日 ４時 10月16日 ５時10月16日 １時

「防災気象情報の伝え方に関する検討会」 第４回（平成31年3月19日）資料に一部加筆

大雨特別警報の発表指標の改善 ～東京都に関する検討事例～

45

➢ 発表指標に危険度分布で用いている技術（より災害発生との関連が深い指数）を導入。
（これまでの運用実績の検証結果を踏まえ、現行の大雨特別警報の位置づけや役割のもと、より適切な発表指標に改善）

大雨特別警報の発表指標の改善 ～技術的方向性～

＜改善ポイント①＞

50年に一度の降水量等から、危険度分布で用いている災害発生との関連の

深い指数そのものの値に変更。

＜改善ポイント②＞

基準値は地域の災害特性を踏まえ、都道府県毎に関係機関と調整して設定。

＜改善ポイント③＞

発表判断に用いる格子間隔を5km格子から1km格子に変更。基準値への

到達が予測される1km格子が10格子程度まとまって出現した場合、その格子を

含む区域に大雨特別警報を発表。

局所的現象に対する大雨特別警報の発表が可能となり、島しょ部や単一市町村で
あっても発表対象となりうる。

効果

46

警
報
基
準

注
意
報
基
準

特
別
警
報
基
準

警報基準の○％

案

土砂災害警戒情報基準

△倍

大雨特別警報の発表指標の改善 ～指標の統一～

47

検討中の表示イメージ

➢ 大雨特別警報の基準値への到達予測を危険度分布に表示し、市町村内のどこで特別警報級の

危険度に到達しようとしているかをリアルタイムで「見える化」することも含めて検討する。

大雨特別警報の基準値に
まもなく到達すると予測
される区域

大雨特別警報の発表指標の改善 ～警戒レベルと親和性の高い情報へ～

特別警報級（大雨特別警報の基準値にまもなく到達すると予測）

非常に危険（土砂災害警戒情報の基準にまもなく到達すると予測）

警戒（大雨警報の基準値にまもなく到達すると予測）

注意（大雨注意報の基準値にまもなく到達すると予測）

今後の情報等に留意
47 48

１雨量の予報から災害危険度の予報へ

２５段階の警戒レベルと防災気象情報

３警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善

４命を守るための知識と主体性

５最後に

４命を守るための知識と主体性

43 44

45 46

47 48



9

49

命を守るための知識と主体性

５段階の警戒レベルや防災気象情報を活用して

自らの命を守るためには、

○ 災害や防災気象情報に関する知識
－ いつ・どこで、災害が発生する危険性があるのか

－ いつ・どこから、避難を開始する必要があるのか

○ 自ら情報を用いて避難行動をとる主体性
－ 自分の命は自分で守る

－ 自分の大事な人にも声をかけて一緒に避難

が極めて重要。

50

【川の氾濫・土砂崩れ】 険しい山や急流が多い我が国では、大雨によって、川の氾濫や土砂崩れによる
被害が発生しやすく、人々の生活や生命が脅かされるような自然災害が度々発生しています。

大雨によってどのような災害が起きるのか？

福岡県朝倉市赤谷川の氾濫

（平成29年九州北部暴雨）

広島県広島市の土砂崩れ

（平成26年８月豪雨）

大雨により視界が悪く、また、浸水した道路では側溝の境界が見えにくくなります。川や田んぼを見に
行って流される事故も発生しています。

（写真：気象庁職員撮影）

【浸水】 特に宅地等の開発が進んだ都市部では、道路や住宅の浸水、道路のアンダーパス等の地下空間
の水没といった被害が発生しやすく、川では、急激な増水も生じます。

気象庁リーフレット「急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう！」

（写真：気象庁職員撮影）

（平成27年9月関東・東北豪雨）

51

大雨による災害リスクのある場所

大雨によって起こる災害の種類は、場所によって異なります。それぞれの場所に応じて必要な防災気象

情報を活用することが重要です。

急傾斜地や渓流の付近

→「土砂災害」のリスク

山間部等の中小河川の周辺

→「外水氾濫」のリスク

大河川の周辺

→「外水氾濫」のリスク

堤防の高い河川の周辺

→「湛水型の内水氾濫」のリスク

都市部の周囲より低い場所、

住宅の地下室や道路のアンダーパス

→「氾濫型の内水氾濫」のリスク

都市部の中小河川の周辺

→「外水氾濫」のリスク

52

急
傾
斜
地
の
高
さ
h

急傾斜地の高さの２倍以内
(ただし50mを超える場合は
50m)

土石流のおそれの
ある渓流

扇頂部

52

土砂災害で命が脅かされる危険性が認められる場所

【崖崩れ】
●山の斜面や自然の急傾斜の崖、人工的な造成による斜面が突然

崩れ落ちること

【土石流】
●山腹や川底の石や土砂が集中豪雨などによって一気に下流へと

押し流される現象

➢ 現象： すさまじい破壊力をもつ土砂が建物等に壊滅的な被害をもたらし一瞬のうちに尊い人命を奪ってしまう恐ろしい災害。

➢ 命が脅かされる危険性が認められる場所： 急傾斜地や渓流の付近など、命が脅かされる危険性が認められる場所は、都道府県

から土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域として公表されている。

➢ 活用する情報： 崖崩れや土石流の発生を確認してからでは避難が間に合わないおそれがあるため、土砂災害警戒判定メッシュ情報

（大雨警報(土砂災害)の危険度分布）や土砂災害警戒情報等を活用し、安全に避難できる早い段階で避難開始を判断すること

が必要。

53

谷底平野

小野川

小野川

すでに避難が
困難な状況

（写真：日田市職員提供）

14時30分

15時32分

53

九州北部豪雨における赤谷川の被害状況
（平成29年7月7日国土地理院撮影）

➢ 現象： 山間部を流れる中小河川（山地河川）は、流域面積が狭いため上流域に降った雨が河川に集まるまでの時間が短く、

勾配が比較的急で、河川の幅が狭い場所では流れが深く速くなりやすいため、大雨が降ると短時間のうちに急激な水位上昇が起こり

やすい。また、氾濫する前から水流によって川岸が削られて川沿いの家屋が押し流されるおそれがあるほか、氾濫した際も幅の狭い

谷底平野に流路が限定されるため、谷底平野全体が川のようになって水かさが深くなりやすく、破壊力の大きな氾濫流が生じて家屋が

押し流されるおそれもある。

➢ 命が脅かされる危険性が認められる場所： 山間部の幅の狭い谷底平野等の川の流れの速いところで、氾濫流や河岸侵食により

家屋が流失するおそれがあり、命に危険が及ぶ。

➢ 活用する情報： 水位が上昇するのを確認してから避難を開始しようとすると、急激な水位上昇により氾濫が発生し、避難経路上の

道路冠水等により避難できなくなるおそれがあるため、河川水位等の現地情報とともに、水位上昇の見込みを判断するために

洪水警報の危険度分布も活用し、安全に避難できる早い段階で避難開始を判断することが必要。

山間部の中小河川の外水氾濫で命が脅かされる危険性がある場所

54

➢ 現象： 宅地等の開発が進んだ都市部は地表面がアスファルトで覆われているため、降った雨が地中に浸み込みにくく、側溝や

下水道等から河川に急速に流れ込むことから、中小河川では大雨が降ると短時間のうちに急激な水位上昇が起こりやすい。

➢ 命が脅かされる危険性が認められる場所： 氾濫した際には家屋が押し流されたり、場所によっては浸水の深さが最上階の床の

高さにまで達するおそれがあり、命に危険が及ぶ。

➢ 活用する情報： 水位が上昇するのを確認してから避難を開始しようとすると、急激な水位上昇により氾濫が発生し、避難経路上の

道路冠水等により避難できなくなるおそれがあるため、河川水位等の現地情報とともに、水位上昇の見込みを判断するために

洪水警報の危険度分布も活用し、安全に避難できる早い段階で避難開始を判断することが必要。

（写真：中野区提供）

（写真：中野区提供）

都市部の中小河川の外水氾濫で命が脅かされる危険性がある場所

49 50

51 52

53 54
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55

➢ 現象： 河川の水位が上昇し、堤防を越えたり堤防が決壊するなどして堤防から水があふれ出すこと。

➢ 命が脅かされる危険性が認められる場所： 大河川は流域面積が広く、河川を流れる水の量（流量）が大きいため、ひとたび

堤防が決壊すると、大量の氾濫水で堤防周辺の家屋が押し流されるおそれがある。また、氾濫が発生すると、浸水も広範囲にわたり、

場所によっては深く浸水した状態が長期間継続するおそれがあり、命に危険が及ぶ。洪水ハザードマップの浸水想定区域が基本。

➢ 活用する情報： 氾濫の発生を確認してからでは避難できなくなるおそれがあるため、指定河川洪水予報の氾濫警戒情報や氾濫

危険情報等を活用し、安全に避難できる早い段階で避難開始を判断することが必要。

大河川の外水氾濫で命が脅かされる危険性がある場所

56

➢ 現象： 合流先の河川の水位が上昇することにより、支川や下水道から当該河川に排水できなくなることで発生する周辺の支川の

外水氾濫や下水道等の氾濫。特に、合流先の河川の水位が氾濫危険水位等を超えそうになると、排水ポンプ停止や水門閉鎖が

行われ、周辺の支川や下水道等において雨水を排水できなくなり、氾濫のおそれが急激に高まる。

➢ 命が脅かされる危険性が認められる場所： 堤防の高い河川の周辺で発生する危険性があり、浸水が深くなる場所では命に危険が

及ぶ。

➢ 活用する情報： 氾濫のおそれが急激に高まり、安全確保行動をとれなくなるおそれがあるため、河川水位等の現地情報とともに、

洪水警報の危険度分布等を活用して、早めの安全確保行動を心がけることが重要。

湛水型の内水氾濫で命が脅かされる危険性がある場所

57

➢ 現象： 下水道等で排水しきれないほどの大雨が短時間で降ったことが原因で、河川の氾濫とは関わりなく発生する下水道等

の氾濫。

➢ 命が脅かされる危険性が認められる場所： 住宅の地下室や道路のアンダーパスでは、雨水の溜まりうる体積が小さいため、浸水や

冠水の深さが短時間のうちに急激に上昇する傾向があり、命を奪われる危険性がある。また、周囲より低い場所（窪地など）にある

家屋などでは、床上浸水等が発生する危険性がある。

➢ 活用する情報： 急激な浸水や冠水により、安全確保行動をとれなくなるおそれがあるため、大雨警報（浸水害）の危険度分布等

を活用して、早めの安全確保行動を心がけることが重要。

浸水害(氾濫型の内水氾濫)で命が脅かされる危険性がある場所

58

池袋駅

善福寺池
善福寺川

練馬駅

井草川
（遊歩道等）

光が丘駅

田柄川（暗渠化）

江古田川

妙正寺池

石神井川

江古田川（暗渠化）

三宝寺池

成増駅

平成17年（2005年）9月4日 の事例 （練馬区付近の主な浸水箇所）

東武練馬駅

赤羽駅

荒川

石神井川

神田川

✓ 内水氾濫による浸水発生箇所の地形

・ 台地上を流れる河川や旧河道によって削られた
谷地形の低地（谷底平野）での発生が多い。

・ 台地上の微低地と思われる箇所も散見される。

白子川

石神井池

標高
50m

－5m
国土地理院 数値地図5mメッシュ（標高）より作成したカラー陰影段彩図に追記。

東京都浸水図と数値地図5mメッシュ（標高）カラー陰影段彩図を重ねた。

妙正寺川

百々女木川（暗渠化）

・浸水箇所拡大図は東京都建設局HP資料より。
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_kiroku/h17/17_sinsuizu.htm

・浸水箇所（ハッチ）は、水害区域面積が0.1ha以上もしくは被害建物棟数が10棟以上となる水害を被った浸水域。
・図中の浸水箇所のうち河川溢水による被害は、妙正寺川、江古田川両岸のみ。その他は「内水」と分類されている。

58

浸水害で命が脅かされる危険性がある場所

59

浸水害で命が脅かされる危険性がある場所
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① 板橋区成増３丁目 浸水箇所の地形 （浸水被害の発生した谷地形（谷底平野）の断面図）

集水域面積
70,000m2

谷地形面積
4,200m2

A－B 断面に掛かる浸水被害発生箇所の
おおよその集水域（面積）と谷地形（面積）

A

B

国土地理院 数値地図5mメッシュ（標高）より作図した断面図に追記。

A

B

C

D

地理院地図に追記。

地理院地図に追記。
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浸水害で命が脅かされる危険性がある場所

② 練馬区 田柄、北町、錦 浸水箇所の地形 （浸水被害の発生した谷地形（谷底平野）の断面図）

②

300m

5
m

5
m

400m

400m

5
m

A

B

C

D

E

F

A B

C D

E F

国土地理院 数値地図5mメッシュ（標高）より作成した断面図に追記。

東京都浸水図と数値地図5mメッシュ（標高）カラー陰影段彩図を重ねた。

国土地理院 数値地図5mメッシュ（標高）
より作成したカラー陰影段彩図に追記。
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http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_kiroku/h17/17_sinsuizu.htm
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１雨量の予報から災害危険度の予報へ

２５段階の警戒レベルと防災気象情報

３警戒レベルを踏まえた防災気象情報の改善

４命を守るための知識と主体性

５最後に５最後に

62

• 自然災害は、決して他人ごとではありません。「あなた」や「あなたの家族」の命に関わる
問題です。

• 激化した気象現象は今後更に悪化するでしょう。

• 行政が一人ひとりの状況に応じた避難情報を出すことは不可能です。自然の脅威が
間近に迫っているとき、行政が一人ひとりを助けに行くことはできません。

• 行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねないでください。

• 避難するかは「あなた」が判断してください。皆さんの命は皆さん自身で守ってください。

• まだ大丈夫だろうと思って亡くなった方がいたかもしれません。河川の氾濫や土砂災害が
発生してからではもう手遅れです。「今、逃げなければ、自分や大事な人の命が失われる」
との意識を忘れないでください。

• 命を失わないために、災害に関心を持ってください。

• あなたの家は洪水や土砂災害等の危険性は全くないですか？

• 危険が迫ってきたとき、どんな情報で、どこへ、どうやって逃げますか？

• 「あなた」一人ではありません。避難の呼びかけ、一人では避難が難しい方の援助、地域の
皆さんで助け合いましょう。行政も、全力で、皆さんや地域をサポートします。

（「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」報告書）

国民の皆さんへ ～大事な命が失われる前に～
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５段階の警戒レベルと防災気象情報

「避難勧告等に関するガイドライン」（内閣府）に基づき気象庁において作成
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